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-一一一一特集女これからの図書館員制度2一具体化に向けて一一一@腸

国立大学法人図書館職員の人事関連制度の萌芽
一一国立大学図書館協会人材委員会の検討と取り組み一一

平元健史・片山俊治

1.はじめに

国立大学図書館協会人材委員会 〈以下， i人材委

員会」という)については，すでに研修をテーマと

して『図書館雑誌Jで報告されている九本稿で

は，同報告と内容的に一部重複する点もあるが，

人材委員会の設置に至るまでの背景と活動内容を

総括し，今回のテーマである「これからの図書館

員制度」に即して人材委員会が現在取り組んでい

る課題を挙げ，併せて今後の展望について述べ

る。

2.背景

2004年度の国立大学法人法の施行により，国立

大学は国ではなく国立大学法人が設置する大学と

なり，同時に国立学校設置法が廃止された。その

結果，国立大学は自主的，自律的な運営を任され

る裁量の幅が拡がった一方で，国立大学の図書館

は設置法第6条で規定されていた「国立大学に，

附属図書館を置く」という法的根拠を失い.その

位置づけは，各法人の手に委ねられることになっ

fこ2)。
当時，国立大学の図書館を会員とした組織で

あった国立大学図書館協議会(以下， r協議会」とい

う)は，組織問題検討タスクフォースを立ち上げ，

法人化後の協議会のあり方について検討を行っ

た。最終報告は，法人化の前年にまとめられたが，

その中で，法人化後は「これまで以上に会員館職

員の資質向上が不可欠であり，新国大図協の事業

として研修事業制度を積極的に取り上げていく必

要もあるであろう」と指摘した上で「国立大学図

書館職員の資質向上のための事業」の必要性を説

いている。この事業については，法人化に伴い協

議会から新たに改組された国立大学図書館協会

(以下， r協会」という)の会則3)にも反映されてい

る。

3.活動内容

人材委員会は，前述の組織問題検討タスク

フォースの最終報告を踏まえ， 2003年度に設置さ

れた研修事業特別委員会の活動を引き継ぐ格好で

2004年度に 2年間の期限を持つ委員会として協会

に設置された。その後， 2006年度に設置期間が一

年間延長された後，さらに2007年度にはその事業

の必要性が認められ常置の委員会となった。

当初，人材委員会が担当する事業を進めるにあ

たり， r人材の確保と育成をマネジメン卜する人

材システムを構想する」という観点、から，事業内

容を，採用，人材育成，処遇の三つに分け，それ

ぞれを担当する班を設けた。また，班活動とは別

に2006年11月に協会理事会決定により「国立大学

図書系幹部職員の人事制度に関するワーキング・

グループJ(以下「幹部人事制度 WGJという)を設置

した。

以下に人材委員会における2004年から2006年度

にかけての各班と WGの活動にそって内容を簡

単に紹介する。

(1 ) 採用(新規採用，中途採用)

新規採用については，法人化に伴い国立大学の

職員採用試験が従来の国家公務員試験の適用外と

なったため，人材委員会に採用試験小委員会を設

置して採用方式を検討した。その後，全国規模の

「国立大学法人等職員採用試験」が実施されるこ

とになり，人材委員会とは別に国立大学法人等職



員採用図書系専門試験統一準備委員会を設置して

検討した。その結果， 2005年度から全国統一の

「図書系専門試験」を二次試験として実施するこ

とになった。

また， I大学図書館が求める人材像について一

大学図書館職員のコンピテンシ一一(検討資料)

J4lを作成した。コンピテンシーとは，優れた業績

を上げる人に共通する行動特性のことであり，専

門知識やスキノレ，高い学歴や教養を備えていて

も，そのことが必ずしも業績につながらないとい

う問題に着目して生み出された考え方である。大

学図書館で人材を確保する際に，どういう人材を

求めているのかという問題を整理するために，コ

ンピテンシーという考え方を取り入れ，コンピテ

ンシーモデルをまとめたものである。

(2) 人材育成

採用後の能力開発，研修について検討し，比較

的充実していた中堅職員 (20代後半から40代前半)

向け研修内容の一層の充実と並行して，初任者と

管理職向けの新規事業を提案し実施した。

①フレッシュ・パーソン・セミナー

現行の大学等の教育機関における図書館員養成

課程は，大学図書館職員を想定したカリキュラム

となっていないことや，人員削減の影響で図書館

現場での OJTにも限界があり，大学図書館の初

任者研修の必要性は高いが，大規模大学を除き，

個々の館での実施が困難な状況となっている。そ

こで地区単位で共同して初任者研修を実施する方

式を提案した。その結果， 2005年度から各地区の

事情に応じて開催された。中には公私立大学も含

めて実施する地区もあった。

②マネジメント・セミナー

国立大学図書館の管理職を対象とし，図書館経

営上の課題について議論，検討する場を提供する

ことを目的として，マネジメント・セミナーの開

催を提案し実施した。協会の総会前後に開催し，

初年度となる2005年度については新任の事務系管

理職を主な対象としたが， 2006年度からは関係者

からの要望を踏まえて，新任か否かを問わず，館

長職も対象に含めて開催することとした。

③海外派遣事業

国際的な視点、に立ったマネジメント能力を備え

た図書館職員の養成に向け，外部からの助成を得

て，海外派遣事業を再開した。派遣内容は二つあ

り，ひとつは，比較的長期のイリノイ大学モーテ
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表 これまでの人材委員会白活動と関連事項

平成16年 4月 国立大学法人法の旋行
(2C但) " 国立学校設置法の廃止

fノ 国立大学図書館協議会を国立大学
図書館協会と改称

7月 国立大学図書館協会に人材委員会
を設置
(設置期間2年〕

1H2月 国立大学図書館協会νンポジウム
「法人化後の大学改革と大学図書
館の在り方J

平成17年 7月 第 1回マネジメン卜・セミナー
(2005) 「国立大学経営と図書館マネシメ

ントの課題」

9 -12月 フレ y シュ・ノfーソンーセミナー

の開催
(6地区合同開催含む)

11-12月 国立大学図書館協会νンポジウム
「機関リポジ卜リ 学術コミュニ
ケーション機能回復の新たな方南

を探るJ

平成18年 6月 人材委員会白設置期聞を 1年間延
(2006) 長

， 第 2回マネジメント・セミナー

「図書館サービスと経営戦略」
9-11月 平成18年度海外派遣事業「イリノ

イ大学モーテンソンセンター

Associates ProgramJへの派遣
9-12月 フレッ、ンュ・ノ司ーソンーセミナー

の開催

(4地区合同開催含む)

11月 平成18年度国立情報学研究所教育

研催事業国事シンポジウム「求め
られる図書館サ ピスとスタッ
7・ディベロップメント」への企

画協力

平成19年 2月 国立大学協会長宛てに要望書「図
(2007) 書系幹部職員四人事制度の整備に

ついて」を提出

6月 人材委員会の常置化

" 第 3回マネジメン卜・セミナー

「大学経営から見た図書館」
9月 国立大学図書館協会νンポジウム

「若きライブラリアンの海外大学
図書館研艦 Global Librarian 
Networkの形成を求めてJ

9-11月 平戒19年度海外派遣事業「イリノ
イ大学モーテンソンセンター

Associates ProgramJへの派遣

ンソンセンターの AssociatesProgramへの派遣

で"もうひとつは諸外国の先進的な図書館活動，

施設等に関する短期の調査・研究である。実施期

間は2006年度から 2008年度までの 3年間で，現

在， 2008年度の海外派遣者の選考を行っている。
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④国立大学図書館協会シンポジウム

このシンポジウムは，従前は国立大学図書館固

有の課題をテーマとして取り上げ，協会が主催し

てきた。しかしながら法人化後，国立大学図書館

自体の組織や運営が多様化する中，国立大学図書

館の課題であっても，同時に公私立大学の図書館

と共通性のある話題が増えてきた。そのため，た

とえば2007年度開催のシンポジウムでは若手図書

館員による海外研修をテーマとして，国立情報学

研究所 (NII)と連携し，国公私立といった枠にと

らわれずに広く参加を呼びかけた。

(3) 処遇

私立大学図書館職員の処遇や国立大学の情勢に

ついて調査したところ，多くの私立大学において

は図書館職員が独立した職種として位置づけされ

ず，異動においても専門職として処遇されない傾

向が見られる結果となった。また国立大学におい

ても定員削減に伴う図書館職員の減少に加えて，

一部の大学では採用枠や固有処遇枠の撤廃，他職

種との人事異動の増加といった事態が徐々に進行

していることが判明した。このように各法人にお

ける図書館職員の位置つけが多様化しつつある中

で，図書館職員の処遇を検討しその対応策を現

段階で集約することは困難であるとの結論に至っ
守守山。
(4) 幹部人事制度 WG

法人化により，国家公務員として全国的な異動

の対象であった国立大学幹部職員の人事的な枠組

みが改められた。協会では，こうした動きを受け，

幹部人事制度 WGを設置し，会長の命により，

「図書系幹部職員の人事制度の整備について」国

立大学協会長宛ての要望書を作成することになっ

た。同要望書5)は2007年2月に提出したが，法人

化後の人事制度について各大学の判断が中心と

なったこともあり，現時点では，国立大学協会全

体の問題となっていない。

4.現状と課題

2007年6月の人材委員会設置要項の改正によ

り，目的や事業内容が大きく変わったということ

はない。しかし ITの進展による学術環境の変

イじ法人化による経営環境の変化を考慮し，以前

にも増して，利用者サービスの高度化，運営の効

率化を求められる大学図書館の立場を強く意識し

たものとなっている。

設置要項の改正に伴い委員会内部の組織の見直

しを図り，前述の採用，人材育成，処遇の3班に

代わって，人材育成事業と人事政策デザインの 2
グループを置いた。人材育成事業グループは，先

の人材育成班の活動を引き継くもので，設置要項

に掲げる事業内容(1)の「国立大学図害館職員の資

質向上のための能力開発事業を企画・実施」を主

に担当する。一方，人事政策デザイン・グループ

は，処遇班の活動を引き継ぐもので，事業内容(2)

の「国立大学図書館職員の処遇に関する方策の立

案jと(3)の「大学図書館が求める人材像について

検討Jを担当する。

現在，人材育成事業グループでは. 2閃8年度開

催の国立大学図書館協会シンポジウム，マネジメ

ント・セミナーおよび2009年度以降の海外派遣事

業についての検討を重ねている。他方，人事政策

デザイン・グループは，キャリ 7 ・パス，キャリ

ア・アップポリシーの企画・立案の参考とするた

め，協会所属の会員館へのインタビュー調査を予

定しているところである。

5.今後の展望

人材委員会における今後の展望について，他の

動向にも触れながら以下に述べる。

日本図書館情報学会の会員が中心となり2003年
度から 3年間にわたって展開した「情報専門職の

養成に向けた図書館情報学教育体制の再構築に関

する総合的研究jの成果として. 2006年 l月に

，LIPER報告書J')がまとめられた。報告書の中で

大学図書館職員における「司書」資格の取得率が

高いことを明らかにした上で. ，学術情報コンテ

ンツや高等教育における学習支援に関わる知識・

技術を要求される大学図書館員にとっては，その

内容では不十分」と指摘している。したがって，

人材委員会としては，フレッシュ・パーソン・セ

ミナーのところでも触れたが，こうした現場との

草離が指摘される図書館員養成カリキュラムの内

容の不十分さを補う形で，報告書の提言にある

「現場での研修機会の整備Jに引き続き取り組ん

でいく必要がある。

報告書では，併せて図書館員養成の制度的枠組

みに関連づけ「大学図書館情報専門職」という資

格について言及している。すでに資格認定時IJ度と

して，医学図書館協会の「ヘルスサイエンス情報

専門員」や「中国四園地区国立大学図書館等図



書・学術情報系専門員」などの例があるが，関連

組織とも協議しながら，全国規模での犬学図書館

における能力認定のしくみを検討することも今後

の取り組みのひとつとして挙げられる。取り組み

に際しては， rLIPER報告書」や「大学図書館が

求める人材像について一大学図書館職員のコンピ

テンシ一一(検討資料)ーJについても併せて議

論することも重要となる。

また，大学評価・学位授与機構や大学基準協会

などの評価機関の作成している評価基準について

も見逃すことはできない。大学評価・学位授与機

構が公表している「法科大学院評価基準要綱J"

では， r法科大学院の図書館には， その規模に応

じ，専門的能力を備えた職員が適切に配置されて

いること」という指針が示され，さらに「法科大

学院の図書館の職員は司書の資格及び法情報調査

に関する基本的素養を備えていることが望まし

い」と図書館職員の能力にまで踏み込んで言及し

ている。

学校教育法に基づき，大学は文部科学大臣が認

証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を

受けることが義務づけられているため，評価機関

が示す基準は各大学にとっても重要な意味を持

つ。したがって，評価基準の中で，専門的能力や

主題知識を備えた図書館職員の配置について示さ

れていることは，大学における図害館職員の位置

づけに対し少なからぬ影響を持つものと思われ

る。こうした点についても状況を確認し検討して

いく必要があると考える。

6. おわりに

人材委員会は，先に述べたように，当初2年間

の時限的な組織であったが 1年間延長された

後，常置の委員会となった。この間の動きは， IT

の進展に加え，法人化を機に拡大する国立大学図

書館を取り巻く環境の急速な変化と決して無縁で

はない。 2006年3月に公表された科学技術・学術

審議会の作業部会による「学術情報基盤の今後の

在り方について(報告)J"で，大学図書館のサー

ビス機能強化の方策のーっとして「高度の専門

性・国際性を持った人材の確保・育成」が挙げら

れている。急激な変化に巻き込まれながら大学図

書館が対応に追われる一方で，人材の確保・育成

の重要性はますます高まっているといえよう。こ

うした状況の中で，人材委員会は，国立大学図書
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館から成る組織に設置されているとはし、え，もっ

ぱら国立大学という枠組みに閉じこもることは許

されなくなりつつある。今後は，日本における学

術情報基盤の強化に向け，公私立大学図書館や情

報関連組織はもちろんのこと，図書館に関わる行

政や研究者などとの連携を深め，大学図書館に関

わる法制度全体も視野に入れながら，大学図書館

職員の制度っくりに取り組むことが必要となって

くると考える。
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